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比
口
男
女
比

月
月

前
人
前

島
田
正
夫
市
長
の
任
期
満
了
に
と
も
な
う
宇
泊
市
長
選
挙
は
、

さ
る
十
二
月
七
日
に
投
票
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
市

長
に
池
本
正
夫
さ
ん
が
当
選
。
第
九
代
宇
治
市
長
と
し
て
、
今

後
四
年
間
市
政
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

心

気
｛

Ｊ

6
7

今
後
４
年
間
の
市
政
を
担
当

宇
治
市
長
選
挙
は
十
一
月
二
十

七
日
に
告
示
。
各
候
補
者
は
十
日

間
の
選
挙
戦
を
通
じ
、
熱
の
こ
も

っ
た
運
動
を
展
開
し
ま
し
た
。

十
二
月
七
日
の
投
票
日
は
、
午

前
七
時
か
ら
市
内
四
十
四
ヵ
所
の

投
票
所
で
投
票
が
開
始
さ
れ
ま
し

議
会
だ
よ
り

1
0
・
1
1
月
委
員
会
活
動

十
月
（
一
部
）
お
よ
び
十
一

月
に
行
わ
れ
た
委
員
会
の
概
要

は
。
次
の
と
お
り
で
す
。

〈
市
民
環
境
常
任
委
員
会
〉

●
十
一
月
十
八
日
・
：
請
願
審
査

を
行
い
、
一
件
奪
回
続
審
査

と
し
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
市

の
木
・
市
の
花
の
制
定
や
名

木
百
選
の
選
定
の
経
過
な
ど

に
つ
い
て
、
報
告
を
受
け
ま

し
た
。

〈
文
教
福
祉
常
任
委
員
会
〉

・
十
月
六
日
・
・
・
仮
称
木
幡
地
区

公
民
館
の
建
設
に
つ
い
て
、

報
告
を
受
け
ま
し
た
。

・
十
月
十
七
日
・
・
・
槙
島
小
学
校

た
。
午
前
中
は
各
投
票
所
と
も
有
投
票
で
し
た
が
、
前
々
回
心
昭
和

権
者
の
出
足
が
に
ぷ
り
気
味
で
し
四
十
九
年
の
市
長
選
挙
で
は
七
〇

た
が
、
天
気
に
も
め
ぐ
ま
れ
、
午
・
一
五
％
の
投
票
率
で
し
た
の
で
、

後
か
ら
は
投
票
に
出
か
け
る
有
権
今
回
の
選
挙
は
低
率
に
終
っ
た
と

者
も
だ
ん
だ
ん
と
増
え
て
き
ま
し
い
え
ま
す
。

た
。
そ
の
結
果
投
票
率
は
五
五
・
開
票
は
、
宇
治
中
学
校
体
育
館

Ｏ
二
％
。
前
回
の
市
長
選
挙
は
無

長市新本池

校
舎
増
築
工
事
請
負
契
約
の

締
結
お
よ
び
青
少
年
問
題
に

関
し
て
、
報
告
を
受
け
ま
し

た
。

・
十
月
二
十
一
日
…
南
宇
治
中

学
校
の
事
件
に
つ
い
て
の
報

告
を
受
け
た
の
ち
、
同
校
の

生
徒
相
談
室
を
実
地
調
査
し

ま
し
た
。

●
十
一
月
十
日
-
i
m
'
ｅ
:
少
年

補
導
セ
ン
タ
’
・
を
視
察
し
ま

し
た
。

●
十
一
月
十
四
日
・
：
請
願
審
だ

を
行
い
、
一
件
奮
継
続
審
査

と
し
た
ほ
か
、
青
少
年
非
行

防
止
対
策
に
つ
い
て
の
報
告

を
受
け
ま
し
た
。

〈
京
滋
バ
イ
パ
ス
対
策特

別
委
員
会
〉

●
十
月
十
四
日
・
：
京
滋
バ
イ
パ

ス
環
境
対
策
協
議
会
か
ら
の

答
申
に
っ
い
て
、
報
告
を
受

け
ま
し
た
。

・
十
一
月
一
日
…
京
滋
バ
イ
パ

ス
環
境
対
策
協
議
会
か
ら
の

答
申
の
内
容
に
つ
い
て
、
質

疑
を
行
い
ま
し
た
。

●
十
一
月
十
日
…
前
回
に
引
き

続
い
て
、
答
申
の
内
容
に
つ

い
て
質
疑
し
た
の
ち
請
願
審

査
を
行
い
、
二
件
奪
回
続
審

叩

しないさせない

飲酒運転

飲
酒
運
転
追
放
運
動
が
、
昨
日
十
日

か
ら
来
年
一
月
十
日
ま
で
府
下
一
斉
に

展
開
。

年
末
年
始
に
は
忘
年
会
や
ク
リ
ス
マ

ス
パ
ー
テ
ィ
ー
、
新
年
会
な
ど
お
酒
を

飲
む
こ
と
が
多
く
な
り
ま
す
２
少
し
ぐ

ら
い
な
ら
…
＞
A
J
か
'
－
■
ａ
正
月
だ
か
ら

一
杯
ぐ
ら
い
は
：
ぷ
と
い
う
気
持
ち
が

悲
惨
な
事
故
に
つ
な
が
り
ま
す
。

昨
年
の
宇
治
警
察
署
管
内
の
飲
酒
運

転
に
よ
る
事
故
は
二
十
六
件
。
’
う
ち
三

人
が
死
亡
し
て
い
ま
す
。
事
故
の
特
徴

は
運
転
歴
十
年
以
上
の
人
に
多
く
、
過

信
が
事
故
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
よ
う

で
す
。一

滴
の
酒
が
狂
わ
す
目
と
心

は
ろ
相

で
ぃ
ご

信
を
Ｉ
・
｀

中
ン
店
す

の
ラ
来
ま

み
プ
ご
り

回
嘩
《

竹
つ
に
に

で
ボ
意
ち

ン
の
用
待

マ
冬
ご
お

ふ
か

ピ
い
い
談゛

Ｓ
″
ｉ

で偕中もＩＪ

C
Ｏ

Ｃ
Ｏ

Ｑ
･
５

で
午
後
八
時
か
ら
は
じ
め
ら
れ
ま

し
た
。
そ
し
て
午
後
九
時
半
に
は

大
勢
が
判
明
し
、
午
後
十
時
ご
ろ

に
開
票
が
結
了
し
ま
し
た
。

池
本
市
長
の
略
歴

大
正
九
年
九
月
十
三
日
生
ま
れ
、
六
十
歳
。

宇
治
町
立
菟
道
小
学
校
高
等
科
を
卒
業
。
燃
料

店
を
経
営
。
昭
和
二
十
二
年
宇
治
町
議
会
議
員

に
当
選
。
昭
和
二
十
六
年
か
ら
五
十
年
ま
で
宇

治
市
議
会
議
員
に
四
選
さ
れ
、
四
十
八
年
か
ら

は
宇
治
市
議
会
第
十
二
代
議
長
に
就
任
。
昭
和

五
十
年
か
ら
宇
治
市
社
会
教
育
委
員
長
、
五
十

二
年
か
ら
宇
治
商
工
会
議
所
副
会
頭
。

査
と
し
ま
し
た
。

●
十
一
月
十
七
日
…
日
本
道
路

公
団
か
ら
の
京
滋
バ
イ
パ
ス

環
境
影
響
調
査
報
ｔ
‥
書
の
提

出
に
つ
い
て
ｓ
報
ｔ
‥
を
受
け

た
の
ち
、
休
憩
中
に
公
団
か

ら
そ
の
内
容
に
つ
い
て
の
説

明
を
受
け
ま
し
た
。

〈
宇
治
川
治
水
対
策

特
別
委
員
会
〉

・
十
一
月
十
九
日
・
・
・
昭
和
五
十

五
年
度
に
お
け
る
宇
治
川
改

修
事
業
の
概
要
な
ど
に
つ
い

て
、
報
告
を
受
け
ま
し
た
。

当
選
し
た
池
本
市
長
は
「
私
は
、

私
た
ち
の
街
、
こ
の
宇
治
市
が
活

力
に
満
ち
あ
ふ
れ
、
明
る
い
未
来

の
あ
る
街
に
す
る
べ
く
。
全
身
全

霊
を
も
っ
て
、
市
長
と
し
て
が
ん

ば
り
ぬ
く
決
意
で
す
。
市
民
各
位

の
ご
鞭
雄
を
心
か
ら
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
」
と
抱
負
を
語
り
ま
し

た
。
な
お
。
池
本
市
長
は
十
二
月

十
九
日
に
初
登
庁
の
予
定
。

〈
開
票
結
果
〉

▽
当
選
池
本
正
夫

三
一
、
三
九
九
票

〈
折
居
国
有
林
開
発
対
策

特
別
委
員
会
〉

●
十
月
十
六
日
・
：
山
城
総
合
運

動
公
園
の
建
設
現
場
を
実
地

調
査
し
ま
し
た
。

〈
決
算
特
別
委
員
会
〉

昭
和
五
十
五
年
九
月
定
例
会

で
付
託
を
受
け
た
昭
和
五
十
四

年
度
各
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の

認
定
な
ど
三
決
算
議
案
を
、
十

月
六
日
か
ら
十
一
月
七
日
に
か

け
て
八
回
に
わ
た
っ
て
審
査
し
、

す
べ
て
認
定
す
べ
き
も
の
と
決

し
ま
し
た
。

次
点
林
つ
と
む二

二
、
〇
〇
五
票

無
効
六
〇
五
票

〈
当
日
の
有
権
者
数
〉

計
九
八
．
一
六
八
人

男
四
八
、
四
四
二
人

女
四
九
．
七
二
六
人

〈
投
票
者
数
〉

計
五
四
、
〇
〇
九
人

男
二
六
、
三
一
三
人

女
二
七
ご
（
九
六
人

〈
投
票
率
〉

五
五
・
〇
二
％

国勢調査
と
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
結
果
、
男
七

万
六
千
一
人
。
女
七
万
六
千
六
百

八
十
八
人
、
計
十
五
万
二
千
六
百

八
十
九
人
。
昭
和
五
十
年
の
前
回

調
査
と
比
ベ
ー
万
九
千
二
百
八
十

四
人
、
約
一
四
・
五
％
増
え
て
い

ま
す
。
世
帯
数
は
四
万
五
千
七
百

落
ち
着
く
人
口
増
加

1
4
・
５
％
の
伸
び
に

こ
の
ほ
ど
。
十
月
一
日
に
実
施
主
十
で
、
一
世
帯
当
り
の
人
数
は

し
た
国
勢
調
査
の
人
口
概
数
が
ま
三
・
三
四
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
昭
和
四
十
五
年
か

ら
五
十
年
ま
で
の
人
口
増
加
は
一

万
九
千
九
百
八
人
、
約
三
〇
％
の

増
加
率
。
現
在
の
宇
治
市
の
人
口

増
加
は
落
ち
着
い
て
き
て
い
ま
す
。

ま
た
、
今
回
の
国
勢
調
査
で
は

十
月
一
日
現
在
の
人
口
予
想
を
募

んさなみの者賞入るけ受を状賞

集
。
四
百
二
十

二
通
も
応
募
い

た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
中
で
人
口

概
数
と
四
人
ち

が
い
の
余
田
静

子
さ
ん
（
小
倉

町
天
王
）
と
二

位
、
三
位
の
人

に
賞
状
と
賞
金

を
。
十
人
に
残

念
賞
を
お
贈
り

し
ま
し
た
。
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保
育
所
入
所
の
受
付

昭
和
五
十
六
年
度
の
保
育
所
入

所
受
付
を
次
の
要
領
で
行
い
零
丁
。

（
入
所
申
込
み
で
き
る
人
）

来
年
四
月
一
日
現
在
で
、
生
後

市
民
の
多
く
の
み
な
さ
ん
が

加
入
さ
れ
て
い
る
国

民
年
金
は
、
今
国
会

で
次
の
よ
う
に
改
正

さ
れ
ま
し
た
。

改
正
に
よ
っ
て
、

拠
出
年
金
は
七
月
に
、

福
祉
年
金
は
八
月
に

そ
れ
ぞ
れ
さ
か
の
ぼ

っ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

改正後の国民年金給付額

六
ヵ
月
以
上
六
歳
未
満
の
乳
幼
児

で
、
母
親
が
家
庭
ま
た
は
外
で
仕

事
を
し
て
い
る
な
ど
保
育
で
き
な

い
場
合
に
限
り
ま
す
。
な
お
、
宇

な
お
．
こ
れ
と
同
時
に
拠
出

制
国
民
年
金
の
保
険

料
も
改
正
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
五
士
（
年

四
月
か
ら
１
ヵ
月
四

千
五
百
円
に
引
き
上

げ
ら
れ
、
五
十
七
年

以
降
は
毎
年
四
月
か

ら
段
階
的
に
引
き
上

げ
ら
れ
ま
す
。

間
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

鸚
Ｈ
Ｈ
鶯
鶯

Ｕ
Ｈ
孔
鸚
四
回
焦

弘
ド
芦
石
響
竺
ｌ
Ｗ

‥
誘
よ
訴
ゾ

１ ０

ご
ゑ
昌
詳老

障
母
遺
老
障
母
福

拠
出
年
金
福
祉
年
金

治
保
育
所
、
北
小
倉
保
育
所
、
北

木
幡
保
育
所
．
小
倉
双
葉
園
保
育

所
、
槙
島
保
育
所
、
大
久
保
保
育

所
、
善
法
保
育
所
、
く
り
く
ま
保

゛皿゛゛｀

募
集

″Ｓ゛一一｀一

育
園
、
明
星
保
育
園
、
あ
さ
ひ
保

育
園
の
十
保
育
所
（
園
）
で
は
、
五

土
（
年
一
月
三
十
一
日
現
在
で
出

生
届
が
さ
れ
て
い
る
生
後
六
週
間

以
上
の
乳
児
も
保
育
の
申
し
込
み

が
で
き
ま
す
。

（
申
込
用
紙
）

十
二
月
十
八
日
（
木
）
以
降
に
各

保
育
所
ま
た
は
、
福
祉
事
務
所
保

育
課
で
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

（
必
要
な
書
類
〉

母
親
の
在
職
証
明
書
と
勤
務
先

の
五
十
五
年
分
の
源
泉
徴
収
画
万

ど
が
必
要
で
す
。

（
受
付
日
と
場
所
〉

表
の
と
お
り
。
な
お
、
保
育
所

で
申
し
込
み
の
で
き
な
い
人
は
一

月
二
十
二
日
（
木
）
と
二
十
三
日

（
金
）
に
福
祉
事
務
所
へ
お
越
し
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
以
上
の
指
定
日

入所受付日と場所

園
所
所

育
育
育

保
保
保

Ｉ
り
園
保
倉

園
ぼ
育
久
小

ぐ
の
保
大
西

所
眠
″

″
一
一
一
一
心
’
‘
’
一

育
所
育
保
い
保
紺
育
親

育
保
育
保
し
ひ
戸
”
ｌ
保
里

幡
保
島
よ
ヽ
室
ま
田
問

保
木
野
槙
か
所
一
二
く
勢
昼

｀
広
ヽ
な
育
ヽ
り
伊
・

象
所
｀
所
｀
保
園
：
＾
Ｌ
４
｡
｡
ｅ
Ｕ
.
°

ｔ
育
所
育
園
園
育
園
園
所
圀
で

Ｉ
保
育
保
育
葉
保
育
育
育
所
時

幡
保
倉
保
双
ひ
保
保
保
育
４

木
治
小
星
倉
さ
胞
浦
法
保
麦

北
宇
北
明
小
あ
同
南
善
全
刹

所
所
所
園
所
園
園
園
所
課
卜

所
育
育
育
育
皿
育
育
育
育
紺
ｍ

い
″
ｌ
一
一
ａ
鴛
一
ｌ
ｌ
ｌ
ｍ
一
一

受
木
治
小
星
匹
さ
胞
浦
法
Ｉ
£

北
宇
北
明
小
あ
同
南
善
福
い

は

剛
Ｓ
ｇ
ｇ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
問

ｔ
≫
日
日
日
日
日
日
時

1
9
1
2
1
3
1
4
2
2
2
3
付

一
日
月
月
月
月
月
月
受

月
１
１
１
１
1
1
０

に
や
む
を
得
な
い
事
情
で
申
し
込

み
の
で
き
な
い
人
に
は
一
月
三
十

一
日
ま
で
受
け
付
け
を
し
ま
す
。

マ
引
続
き
入
所
希
望
の
場
合
〈

五
十
六
年
度
も
引
続
き
入
所
を

希
望
さ
れ
る
人
は
、
入
所
申
請
書

に
在
職
証
明
書
な
ど
査
ほ
え
て
、

一
月
九
日
か
な
千
四
日
ま
で
に
現

在
入
所
し
て
い
る
保
育
所
へ
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。

（
昼
間
里
親
〉

個
人
の
家
庭
で
保
育
す
る
「
昼

間
里
親
制
度
」
の
利
用
者
も
募
集

し
ま
す
。
保
育
の
対
象
は
。
来
年

四
月
一
日
現
在
で
、
生
後
六
週
間

来
年
一
月
一
日
号
は
お
正
月

特
集
に
し
ま
す
の
で
、
毎
月
一

日
号
で
お
知
ら
せ
し
て
い
る
ゴ

以
上
三
歳
未
満
の
乳
児
で
す
。

希
望
さ
れ
る
人
は
一
月
二
十
二

日
（
木
）
二
十
三
日
（
金
）
の
い
ず
れ
も

午
前
十
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
の

間
に
福
祉
事
務
所
保
育
課
ま
で
。

適
正
受
診
で

医
療
費
節
減
を

最
近
宇
治
市
の
国
民
健
康
保
険

の
医
療
費
が
増
加
し
、
一
ヵ
月
で

三
億
円
を
突
砥
。
一
人
当
り
に
す

る
と
。
一
万
円
に
な
ろ
う
と
し
て

い
ま
す
。

。
こ
の
ま
ま
の
状
態
で
す
と
、
国

民
健
康
保
険
会
計
は
大
幅
な
赤
字

が
予
想
さ
れ
ま
す
。

医
療
費
の
増
加
を
防
ぐ
た
め

国民健康保険

健
康
は
Ｉ
人
び
と
り
が
自
分
自

身
で
守
る
の
が
基
本
で
、
日
ご
ろ

の
健
康
づ
く
り
が
大
切
で
す
。
お

医
者
さ
ん
に
か
か
る
場
合
、
早
目

に
診
療
を
受
け
、
休
日
や
深
夜
な

ど
の
受
診
は
避
け
ま
し
よ
う
。
そ

し
て
、
医
院
や
病
院
を
次
つ
ぎ
に

変
え
る
こ
と
は
や
め
る
な
ど
、
適

正
な
受
診
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

ミ
や
し
尿
の
収
集
日
程
や
年
末

年
始
の
お
知
ら
せ
を
十
二
月
二

十
一
日
号
に
掲
載
し
ま
す
。
ま

た
、
十
一
日
号
に
連
載
の
「
ふ

る
さ
と
む
か
し
話
」
・
は
一
月
一

日
号
で
お
正
月
に
ち
な
ん
だ
お

話
を
お
届
け
し
ま
す
。

と
く
に
、
老
人
医
療
の
無
料
化

に
つ
い
て
は
、
全
額
公
費
負
担
と

錯
党
さ
れ
て
お
り
、
安
易
な
受
診

が
目
立
ち
ま
す
。
し
か
も
、
老
人

医
療
費
の
七
〇
Ｗ
が
保
険
で
ま
か

な
っ
て
い
ま
す
の
で
。
老
人
医
療

費
は
全
医
療
費
の
三
七
賢
を
占
め

て
い
ま
す
。
安
易
な
受
診
は
で
き

る
だ
け
避
け
ま
し
ょ
う
。

医
療
費
の
七
〇
押
は
み
な
さ
ん
の

保
険
料
な
ど
で
運
営
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
、
医
療
費
が
増
加
す
れ
ば

保
険
料
‘
ｙ
引
き
上
げ
ざ
る
を
得
ま

せ
ん
。
み
な
さ
ん
の
保
険
料
負
担

奎
里
く
し
な
い
た
め
に
も
、
医
療

費
の
節
減
と
保
険
料
の
納
期
内
納

付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

（
保
険
年
金
課
）

んせまいとは派宗旨涼地墓園公のぎらすや
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令
令
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旨

Ｔ
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鵬
m

0
0
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や
ぶ

１
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｀
詰

い
ご

但
発
地

ぐ
開
墓

８
一
μ
社
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園

の
５
会
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霊

Ｌ
こ
な
雪

昔
昌
ご
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ヶ
寧
青
財

一
所―

’
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霊
販
財
姉

澗
京
治

｀
宇
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Ｑ
Ｊ

育
成
指
導
員
募
集

市
教
育
委
員
会
で
は
育
成
指
導

貝
を
若
干
名
募
集
し
て
い
ま
す
。

ｙ
資
格
・
：
昭
和
1
6
年
４
月
１
日

以
降
に
生
ま
れ
た
女
子
で
、
高
校

卒
業
ま
た
は
同
程
度
の
学
力
を
有

す
る
人
ｙ
申
込
み
・
・
来
年
１
月
1
4

日
ま
で
に
申
込
み
書
に
市
販
の
履

歴
書
を
そ
え
て
育
成
指
導
室
へ
ご

持
参
く
だ
さ
い
。
申
込
み
書
は
、

1
2
月
2
6
日
ま
で
指
導
室
で
交
付
し

て
い
ま
す
ｙ
問
い
合
わ
せ
…
豊
⑩

3
1
4
1
番
内
線
3
5
7
へ
。

（
育
成
指
導
室
）

交
通
遺
児
奨
学
金

府
で
は
。
交
通
遺
児
の
た
め
奨

学
金
な
ど
を
設
け
て
い
ま
す
。
今

回
は
乳
幼
児
を
対
象
に
申
請
を
受

案
内

不
用
品
交
換
ひ
ろ
ば

七
月
一
日
か
ら
試
み
に
実
施
し

て
き
ま
し
た
「
不
用
品
交
換
ひ
ろ

ば
」
は
、
十
二
月
二
十
七
日
山
で

い
っ
た
ん
打
ち
切
り
ま
す
。

た
だ
今
登
録
中
の
も
の
が
あ
り

ま
す
の
で
二
十
七
日
ま
で
に
ご
利

用
く
だ
さ
い
。
な
お
、
登
録
有
効

期
限
の
二
ヵ
月
を
過
ぎ
た
人
は
も

う
一
度
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。

☆
登
録
中
の
品
物
（
譲
つ
て
く
だ

さ
い
）
電
気
カ
ー
ペ
ッ
ト
、
ピ
ア

ノ
、
石
油
用
フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ
ー
、

計
量
米
び
つ
、
子
ど
も
用
自
転
車
、

配
り
ま
す
の
で
来
年
一
月
十
日
ま
期
中
に
宇
治
美
術
家
協
会
貝
な
ど
前
９
時
～
午
後
５
時
。

子
ど
も
用
鉄
棒
、
室
内
用
す
べ
り
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
に
よ
る
批
評
会
を
し
ま
す
。
ま
た
、

台
（
餓
り
ま
す
）
あ
ん
ま
機
、
シ
な
お
、
登
載
申
請
の
で
き
る
人
は
、
今
年
は
宇
治
美
術
家
協
会
員
の
作

ヤ
ン
デ
リ
ア
風
照
明
器
具
、
電
気
ｙ
ｍ
㎡
以
上
の
農
地
を
耕
作
し
て
品
心
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
バ
ザ
ー
を
開
き
、

毛
布
、
ズ
ボ
ン
プ
レ
ッ
サ
・
・
‐
、
じ
い
る
人
ｙ
耕
作
し
て
い
る
人
と
同
収
益
を
歳
末
助
け
合
い
運
動
に
寄

ゆ
う
た
ん
掃
除
機
、
湿
式
複
写
機
、
居
し
て
い
る
親
族
ま
た
は
配
偶
者
付
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
協
力
く
だ

お
と
な
用
自
転
車
、
美
容
健
康
機
、
で
。
昭
和
三
土
（
年
四
月
一
日
ま
さ
い
。

市
民
絵
画
展

お
民
刀
力
削
ぶ
占
…
を
出
品
。
会

光
課
消
費
生
活
係
（
ａ
ａ
ｙ
１
４
会
事
務
局
（
雲
容
ｙ
１
４
１
内
線

１
内
線
2
6
4
）
。
（
商
工
観
光
課
）

農
業
委
員

選
挙
人
の
申
請

農
業
委
員
の
選
挙
人
名
簿
を
毎

年
一
日
‥
一
日
現
在
、
有
佃
者
か
ら

の
登
載
申
請
に
基
づ
い
て
調
整
し

ま
す
。
申
請
書
は
、
今
月
中
頃
に

催
し

ｙ
期
間
1
2
月
1
1
日
内
～
1
4
日
間

午
前
1
0
時
か
ら
▼
と
こ
ろ
…
市
民

会
館
。
（
社
会
教
育
課
）

公
民
館
ギ
ャ
ラ
リ
ー

○
版
画
「
雲
中
供
養
仏
」

版
画
サ
ー
ク
ル
の
「
雲
中
供
養

仏
」
を
展
示
。
版
画
の
実
費
頒
布

も
し
ま
す
。

ｙ
期
間
・
：
1
2
月
1
3
日
と
1
4
日
午

前
９
時
？
午
後
５
時
ｙ
と
こ
ろ
…

。
公
民
館
（
市
民
会
館
）
１
階
。

（
公
民
館
）

農
業
振
興
祭

都
市
化
の
進
む
宇
治
・
城
陽
・

久
御
山
の
二
市
一
町
で
、
地
域
の

農
業
を
守
り
。
新
鮮
な
農
産
物
の

供
給
を
通
じ
て
豊
か
な
暮
ら
し
に

役
立
て
る
こ
と
を
願
っ
て
農
業
振

興
祭
を
開
催
し
ま
す
。

ｙ
と
き
・
・
・
1
2
月
1
4
日
間
ｙ
と
こ

ろ
…
南
小
倉
小
学
校
ｙ
催
し
・
・
・
農

産
物
品
評
会
・
地
域
特
産
の
直
売
、

資
料
展
示
（
午
前
９
時
半
か
ら
）
、

も
ち
つ
き
の
実
演
（
午
前
１
１
時
～
1
2

時
）
、
料
理
コ
ー
ナ
ー
試
食
会
（
午

後
１
時
？
２
時
）
、
農
産
物
即
売
会

（
午
後
２
時
～
３
時
）
。

（
農
林
茶
業
課
）

今
月
は
納
期
月

固
定
資
産
税

第
3
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お
知
ら
せ

1
月
9
日
か
ら
開
始

国民年金

支給額が改正
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